
一
頁

○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号

）
及
び
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号

）
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

百
二
十
七
号
）
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八

年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生

省
告
示
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

川
崎

二
郎

第
一
号
イ
中
「
単
独
型
通
所
介
護
費
」
を
「
小
規
模
型
通
所
介
護
費
」
に
改
め
、
同
号
イ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(1)

前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
（
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
係
る
指
定
通
所
介
護
事
業
者

(１)
が
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は

、
当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
。
）

が
三
百
人
以
内
の
指
定
通
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

第
一
号
ロ
中
「
併
設
型
通
所
介
護
費
」
を
「
通
常
規
模
型
通
所
介
護
費
」
に
改
め
、
同
号
ロ

を
次
の
よ
う
に
改
め

(1)



二
頁

る
。

イ

に
該
当
し
な
い
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

(１)

(１)

第
一
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ハ

療
養
通
所
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
療
養
通
所
介
護
の
施
設
基
準

指
定
療
養
通
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

(１)

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
条
の
四
に
定
め
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

(2)
第
二
十
三
号
中
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、

同
号
の
次
に
次
の
十
二
号
を
加
え
る
。

四
十
五

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
施
設
基
準

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
百
十
七
条
に
定
め
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る

こ
と
。

四
十
六

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
の
施
設
基
準

第
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
七

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準



三
頁

第
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
八

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

四
十
九

従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準

第
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

第
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
一

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
二

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
病
院
療
養
病
床
療
養
環
境
減
算
の
施
設
基
準

第
十
一
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
三

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
診
療
所
療
養
病
床
療
養
環
境
減
算
の
施
設
基
準

第
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
四

従
来
型
個
室
を
利
用
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
基
準



四
頁

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
五

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
施
設
基
準

第
十
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

五
十
六

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準

第
十
八
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
十
二
号
イ
中
「
又
は
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ

(Ⅲ)

ス
費

」
を
「
、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、

(ⅰ)

(Ⅲ)

(ⅰ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
認
知
症
疾
患
型

(Ⅳ)

(ⅰ)

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
又
は
認
知

(Ⅴ)

(ⅰ)

症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
を
「
、
認
知
症
疾
患
型

(Ⅲ)

(ⅱ)

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ

(Ⅲ)

(ⅱ)

ー
ビ
ス
費

の
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の

(Ⅳ)

(ⅱ)

(Ⅴ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養

(ⅱ)

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
を
「
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅰ)

(Ⅰ)

患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型

(ⅰ)

(Ⅱ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養

(ⅰ)



五
頁

施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
を
「
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅱ)

(Ⅰ)

患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型

(ⅱ)

(Ⅱ)

認
知
症
疾
患
型
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
十
三
号
と
し
、
第
二
十
一
号
中
「
第
九
号
」

(ⅱ)

を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
二
十
号
中
「
第
八
号
」
を
「
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号

を
第
四
十
一
号
と
し
、
第
十
九
号
イ
中
「
第
六
号
ハ
」
を
「
第
八
号
ニ
」
に
、
「
同
号
ハ

」
を
「
同
号
ニ

」

(1)
(五)

(1)
(五)

に
、
「
第
九
号
イ

」
を
「
第
十
二
号
イ

」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
六
号
ニ
」
を
「
第
八
号
ホ
」
に
、
「
同
号
ニ

(2)

(2)

」
を
「
同
号
ホ

」
に
、
「
第
九
号
ロ

」
を
「
第
十
二
号
ロ

」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
六
号
ホ
」
を
「
第
八

(4)

(4)

(3)

(3)

号
ト
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
第
六
号
ヘ
」
を
「
第
八
号
チ
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
六
号
ト
」
を
「
第
八
号
ヌ
」

に
、
「
同
号
ト

」
を
「
同
号
ヌ

又
は

」
に
、
「
第
九
号
イ

」
を
「
第
十
二
号
イ

」
に
改
め
、
同
号

(1)
(五)

(1)
(五)

(2)
(五)

(2)

(2)

ヘ
中
「
第
六
号
チ
」
を
「
第
八
号
ル
」
に
、
「
同
号
ヘ

」
を
「
同
号
ル

又
は

」
に
、
「
第
九
号
イ

」
を

(4)

(1)
(四)

(2)
(四)

(3)

「
第
十
二
号
イ

」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

(3)

四
十

介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
八
号
中
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
号
を
第
三
十
七
号
と
す
る
。

第
十
七
号
イ
中
「
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
の
下
に
「
又
は
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
を
加

(Ⅰ)

(Ⅰ)

え
、
同
号
ロ
中
「
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
の
下
に
「
又
は
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
を
加
え

(Ⅱ)

(Ⅱ)



六
頁

、
同
号
ハ
中
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
の
下
に
「
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ

(Ⅰ)

ー
ビ
ス
費

」
を
加
え
、
同
号
ニ
中
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
の
下
に
「
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小

(Ⅰ)

(Ⅱ)

規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

」
を
加
え
、
同
号
を
第
三
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

(Ⅱ)

三
十
五

介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
六

介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
認
知
症
短
期
集
中
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
実
施
加
算
に
係
る
施
設
基
準

イ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
担
当
す
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
適
切
に
配
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

ロ

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
に
当
た
り
、
入
所
者
数
が
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の

数
に
対
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
十
七

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る

認
知
症
の
入
所
者
に
対
す
る
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
加
算
の
施
設
基
準

第
十
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
三
号
イ
中
「
及
び
次
号
」
を
削
り
、
同
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
同

号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

二
十
九

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準



七
頁

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
に
係
る
施
設
基
準

第
二
十
四
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
一

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る
施
設
基
準

第
二
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
二

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る

別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

第
二
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

三
十
三

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

イ

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

(1)

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

a
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
介
護
老

人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法

（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て



八
頁

同
じ
。
）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

b
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

(2)

看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
（
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設

a
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
介
護
老
人
保
健
施
設
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
介
護
老

人
保
健
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
居
者

の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
二
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

b

ロ

小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介

護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
の
施
設
基
準

(1)

イ
⑴
ａ
及
び
ｂ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

a

サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る

b
こ
と
。

ユ
ニ
ッ
ト
型
小
規
模
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

(2)

イ
⑵
ａ
及
び
ｂ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

a



九
頁

ユ
ニ
ッ
ト
型
サ
テ
ラ
イ
ト
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
医
療
機
関
併
設
型
小
規
模
介
護
老
人
保
健

b
施
設
で
あ
る
こ
と
。

第
十
二
号
イ

中
「
二
十
五
人
以
下
又
は
」
を
削
り
、
同
号
イ

中
「
（
指
定
介
護
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び

(1)

(2)

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）

第
五
十
条
に
規
定
す
る
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を

削
り
、
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
五
十
一
条
」
を
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
。
以
下
「
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十

一
条
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準

(3)

並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
七
号
」
を
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
(1)

「
二
十
六
人
以
上
三
十
人
以
下
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
、
同
号
ハ

中
「
二
十
五
人
以
下
又
は
」
を
削
り
、
同
号
ハ

(1)

中
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の

(3)算
定
方
法
第
七
号
」
を
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
二
十
六
人
以
上
三
十
人

(1)

以
下
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
、
同
号
を
第
二
十
七
号
と
す
る
。

第
十
一
号
中
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以
後
」
を
削
り
、
同
号
を
第
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
十
一
号
を
加

え
る
。

十
五

指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
看
護
体
制
加
算
に
係
る
施
設
基
準



一
〇
頁

イ

常
勤
の
看
護
師
を
一
名
以
上
配
置
し
、
看
護
に
係
る
責
任
者
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

ロ

看
護
職
員
に
よ
り
、
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
指

定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
提
供
を
受
け
る
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し

て
、
二
十
四
時
間
連
絡
が
と
れ
る
体
制
（
以
下
「
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
」
と
い
う
。
）
を
確
保
し
、
か
つ
、
必

要
に
応
じ
て
健
康
上
の
管
理
等
を
行
う
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

重
度
化
し
た
場
合
に
お
け
る
対
応
に
係
る
指
針
を
定
め
、
入
居
の
際
に
、
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、

当
該
指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

十
六

指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
施
設
基
準

イ

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
施
設
基
準

(Ⅰ)

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
。
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
置
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
の
施
設
基
準

(Ⅱ)

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て

い
る
事
業
所
で
あ
っ
て
も
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

に
代
え
て
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費

を
算
定
す
る
こ

（Ⅰ）

（Ⅱ）

と
が
で
き
る
。



一
一
頁

十
七

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
施
設
基
準

イ

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
施
設
基
準

（ⅰ）

単
独
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
う
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

(１)

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二
条
に
定
め
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る

(２)
こ
と
。

ロ

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
施
設
基
準

（ⅱ）

併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
う
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

(１)

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
二
条
に
定
め
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る

(２)
こ
と
。

ハ

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
の
施
設
基
準

（Ⅱ）

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
行
う
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

(１)

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
五
条
に
定
め
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
の
員
数
を
置
い
て
い
る

(２)
こ
と
。

十
八

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準

イ

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
に
定
め
る
介
護
従
業
者
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。



一
二
頁

ロ

短
期
利
用
共
同
生
活
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
の
施
設
基
準

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
九
十
条
に
定
め
る
介
護
従
業
者
の
員
数
を
置
い
て
い
る
こ
と
。

(１)

当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
が
初
め
て
指
定
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
以
上
の

(２)
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と
。

当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
共
同
生
活
住
居
の
定
員
の
範
囲
内
で
、
空
い
て
い
る
居

(３)
室
等
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
共
同
生
活
住
居
に
お
い
て
、
短
期
利
用
共
同
生
活
介
護

を
受
け
る
利
用
者
の
数
は
一
名
と
す
る
こ
と
。

利
用
の
開
始
に
当
た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
三
十
日
以
内
の
利
用
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

(４)

短
期
利
用
共
同
生
活
介
護
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
十
分
な
知
識
を
有
す
る
介
護
従
業
者
が
確
保
さ
れ
て
い
る

(５)
こ
と
。

十
九

指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
お
け
る
医
療
連
携
体
制
加
算
に
係
る
施
設
基
準

イ

当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
職
員
と
し
て
、
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
訪

問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
看
護
師
を
一
名
以
上
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

看
護
師
に
よ
り
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

重
度
化
し
た
場
合
の
対
応
に
係
る
指
針
を
定
め
、
入
居
の
際
に
、
入
居
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、
当
該

指
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。



一
三
頁

二
十

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
お
け
る
夜
間
看
護
体
制
加
算
に
係
る
施
設
基
準

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二
十
一

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

イ

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定

す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施

(１)
設
基
準ロ

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
該
当
し
な
い
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
こ
と
。

a

(1)
a

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

b
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
（

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
七
十
一
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
（
指
定
地
域
密

着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
常
勤
換
算
方
法
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

c



一
四
頁

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ

(２)
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ロ

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
該
当
し
な
い
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
こ
と
。

a

(1)
a

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

b
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に

係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
居
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

c

ロ

経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ

(１)
ス
の
施
設
基
準

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
前
に
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
を
受
け
た
入
所
定
員
が
二
十
六
人
以

a
上
二
十
九
人
以
下
で
あ
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
で
あ
っ
て
、
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
附
則
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
地
域
密
着
型
介



一
五
頁

護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

b
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以

外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
所
者
の
数
が
三
又
は
そ
の

端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

c
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉

(２)
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ロ

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
該
当
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
こ
と
。

a

(1)
a

介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
（
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指

b
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施

設
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に

係
る
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
入
居
者
の
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す

ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。



一
六
頁

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

c

ハ

旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地

域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福

(１)
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ロ

及
び

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
該
当
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
で
あ
る
こ
と
。

a

(1)
a

b

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
号
ロ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

b
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密

(２)
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
基
準

ロ

及
び

に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

a

(2)
a

b

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
十
号
ハ
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

b

二
十
二

指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

イ

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
旧
措

(Ⅰ)

(Ⅰ)

置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設

(Ⅰ)

サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

ユ
ニ
ッ
ト
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
八
条
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
を
い
う
。
以
下
こ
の
号



一
七
頁

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
属
さ
な
い
居
室
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

居
室
を
い
う
。
以
下
ロ
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
定
員
が
一
人
の
も
の
に
限
る
。
）
の
入
所
者
に
対
し
て

行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

又
は
旧
措

(Ⅱ)

(Ⅱ)

置
入
所
者
経
過
的
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
（
定
員
が
二
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
入
所
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

ハ

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設

(Ⅰ)

サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す

(Ⅰ)

(Ⅰ)

べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
居
室
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
条
に
規
定
す
る
居
室
を
い
う
。
ニ
に

お
い
て
同
じ
。
）
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
条
第
一
項
第
一
号
イ

を
満
た
す
も
の
に
限

(3)
(ⅰ)

る
。
）
の
入
居
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ

ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

、
ユ
ニ
ッ
ト
型
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設

(Ⅱ)

サ
ー
ビ
ス
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
旧
措
置
入
所
者
経
過
的
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
費

を
算
定
す

(Ⅱ)

(Ⅱ)



一
八
頁

べ
き
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
居
室
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
条
第
一
項
第
一
号
イ

を
満
た
す

(3)
(ⅱ)

も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
同
号
イ

を
満
た
す
も
の
を
除
く
。
）
の
入
居
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る

(3)
(ⅰ)

こ
と
。

二
十
三

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。

二
十
四

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
重
度
化
対
応
加
算
に
係
る
施
設
基
準

イ

常
勤
の
看
護
師
を
一
名
以
上
配
置
し
、
看
護
に
係
る
責
任
者
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
勤
の
看
護
師

に
つ
い
て
は
、
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
常
勤
の
看
護
職
員
で
配
置
す
る
こ
と
で
足
り
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

ロ

看
護
職
員
に
よ
り
、
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
携
に
よ
り
、
入

所
者
に
対
し
て
、
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
健
康
上
の
管
理
等
を
行
う
体
制
を

確
保
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

看
取
り
に
関
す
る
指
針
を
定
め
、
入
所
の
際
に
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、
当
該
指
針
の
内
容
を

説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。

ニ

看
取
り
に
関
す
る
職
員
研
修
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。



一
九
頁

ホ

看
取
り
の
た
め
の
個
室
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二
十
五

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
お
け
る
準
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
加
算
に
係
る
施
設
基
準

イ

十
二
人
を
標
準
と
す
る
単
位
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
準
ユ
ニ
ッ
ト
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
指
定
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。

ロ

入
所
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
確
保
に
配
慮
し
た
個
室
的
な
し
つ
ら
え
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
準
ユ
ニ
ッ
ト
ご

と
に
利
用
で
き
る
共
同
生
活
室
（
利
用
者
が
交
流
し
、
共
同
で
日
常
生
活
を
営
む
た
め
の
場
所
を
い
う
。
）
を
設

け
て
い
る
こ
と
。

ハ

次
の

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
基
準
に
従
い
人
員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。

(1)

(3)

日
中
に
つ
い
て
は
、
準
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
時
一
人
以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

(1)

夜
間
及
び
深
夜
に
お
い
て
、
二
準
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
一
人
以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を
夜
間
及
び
深

(2)
夜
の
勤
務
に
従
事
す
る
職
員
と
し
て
配
置
す
る
こ
と
。

準
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
、
常
勤
の
ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
。

(3)

二
十
六

平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
後
従
来
型
個
室
に
入
所
す
る
者
に
対
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー

ビ
ス
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準

指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
居
室
に
お
け
る
入
所
者
一
人
当
た
り
の
面
積
が
、
十
・
六
五
平
方
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。



二
〇
頁

第
十
号
イ
中
「
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
の
下
に
「

(Ⅲ)

(ⅰ)

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所

(Ⅳ)

(ⅰ)

療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
を
加
え
、
同
号
ロ
中
「
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養

(Ⅴ)

(ⅰ)

介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
の
下
に
「
、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認

(Ⅲ)

(ⅱ)

(Ⅳ)

知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

、
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養

(ⅱ)

(Ⅴ)

介
護
費

」
に
加
え
、
同
号
ハ
中
「
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
を
「
、
ユ
ニ
ッ
ト

(ⅱ)

(Ⅰ)

型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
認
知
症
疾
患
型
短
期
入

(Ⅰ)

(ⅰ)

所
療
養
介
護
費

の
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾

(Ⅱ)

(ⅰ)

患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
を
「
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知

(Ⅱ)

(Ⅰ)

症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

の
ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知

(ⅱ)

(Ⅱ)

症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
に
改
め
、
同
号
を
第
十
三
号
と
す
る
。

(ⅱ)

第
九
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
中
「
特
に
問
題
行
動
の
著
し
い
認
知
症
で
あ
る
老

人
」
を
「
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る

認
知
症
の
利
用
者
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
の
利
用
者
の
数
に
つ
い
て
、
十
人
を
標
準
と
す
る
こ
と
。

ニ

指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
単
位
ご
と
に
固
定
し
た
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
。



二
一
頁

ホ

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を

算
定
し
て
い
る
事
業
所
に
限
る
。
）
で
な
い
こ
と
。

第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
チ
を
削
り
、
第
六
号
ト

中
「
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
を
「

(3)

(Ⅲ)

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
に
改
め
、
同
号
ト

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
ト

を

(Ⅳ)

(3)
(一)

(1)
(一)

(2)
(一)

(3)

同
号
ト

と
し
、
同
号
ト

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(4)

(4)

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

（5）

(Ⅴ)

、

及
び

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(一)

(2)
(一)

(四)

(五)

認
知
症
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養

(二)
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認

知
症
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数

）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入

院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
当

該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
入
院
患
者
の
数
を
四
を
も
っ
て
除
し
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一

と
し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
か
ら
当
該

認
知
症
病
棟
に
お
け
る
入
院
患
者
の
数
を
五
を
も
っ
て
除
し
た
数
（
そ
の
数
が
一
に
満
た
な
い
と
き
は
一
と

し
、
そ
の
数
に
一
に
満
た
な
い
端
数
が
生
じ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
減
じ
た
数



二
二
頁

の
範
囲
内
で
介
護
職
員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所

(三)
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
認
知
症
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員

の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及

び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

第
六
号
ト

中
「
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
を
「
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
に

(2)

(Ⅱ)

(Ⅲ)

改
め
、
同
号
ト

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
号
ト

を
同
号
ト

と
し
、
同
号
ト

中
「
認
知
症
疾
患

(2)
(一)

(1)
(一)

(2)
(一)

(2)

(3)

(1)

型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
を
「
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

」
に
改
め
、
同
号
ト

中
「
病
院
」

(Ⅰ)

(Ⅱ)

(1)
(一)

の
下
に
「
（

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ト

中
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
号

(1)
(一)

(1)
(二)

ト

中

(1)
(五)

「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定

方
法
」
を
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
」
に
改
め
、
同
号
ト

を
同
号
ト

と
し
、
同
号
ト

の
前
に
次
の
よ
う
に

(1)

(2)

(2)

加
え
る
。

認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

(1)

(Ⅰ)

老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
（
医
療
法
施
行
規
則
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を

(一)



二
三
頁

受
け
る
病
院
に
限
る
。
）
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
（
以
下
「
認
知
症
病
棟
」
と
い
う

(二)
。
）
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業

所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
知
症
病
棟

の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、
常

勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者
の

数
の
合
計
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所

(三)
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
認
知
症
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
介
護
職
員

の
数
）
が
、
常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及

び
入
院
患
者
の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

に
よ
り
算
出
し
た
看
護
職
員
の
最
少
必
要
数
の
二
割
以
上
は
看
護
師
で
あ
る
こ
と
。

(四)

(二)通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ

に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

(五)

(2)

第
六
号
ト
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号
ヌ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ル

ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準



二
四
頁

ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基

(1)

(Ⅰ)

準

ヌ

及
び

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(一)

(1)
(一)

(四)

当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所

(二)
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
認
知
症
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、

常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者

の
数
の
合
計
数
が
三
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所

(三)
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
認
知
症
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、

常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者

の
数
の
合
計
数
が
六
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ

に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

(四)

（3）

ユ
ニ
ッ
ト
型
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費

を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基

(2)

(Ⅱ)

準



二
五
頁

ヌ

及
び

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(一)

(2)
(一)

(四)

当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
看
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所

(二)
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
認
知
症
病
棟
の
看
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
看
護
職
員
の
数
）
が
、

常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者

の
数
の
合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
介
護
職
員
の
数
（
当
該
認
知
症
病
棟
を
有
す
る
病
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所

(三)
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
認
知
症
病
棟
の
介
護
職
員
の
数
及
び
当
該
認
知
症
病
棟
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
係
る
介
護
職
員
の
数
）
が
、

常
勤
換
算
方
法
で
、
当
該
認
知
症
病
棟
に
お
け
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
利
用
者
の
数
及
び
入
院
患
者

の
数
の
合
計
数
が
四
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
以
上
で
あ
る
こ
と
。

通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
第
四
号
ロ

に
規
定
す
る
基
準
に
該
当
し
て
い
な
い
こ
と
。

(四)

（3）

ヲ

特
定
認
知
症
疾
患
型
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

ヌ

か
ら

ま
で
又
は
ル

若
し
く
は

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

(5)

(1)

(2)

第
六
号
ヘ

中
「
ホ

」
を
「
ト

」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号
チ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

(1)

(1)
(一)

(1)
(一)

る
。
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リ

特
定
診
療
所
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

ト

若
し
く
は

又
は
チ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

(2)

第
六
号
ホ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ニ

中
「
ハ

」
を
「
ニ

」
に
改
め
、
同
号
ニ

中
「
厚
生
労
働
大
臣
が

(1)

(1)
(一)

(1)
(一)

(4)

定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
」
を
「
通
所
介

護
費
等
の
算
定
方
法
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
ホ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ

特
定
病
院
療
養
病
床
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

ニ

か
ら

ま
で
又
は
ホ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

(3)

第
六
号
ハ

中
「
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
五
十
五
条
の
十
五
に
規
定
す
る
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期

(1)
(二)

入
所
療
養
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ハ

中
「
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等

(1)
(五)

の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
数
の
基
準
並
び
に
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
」
を
「
通
所
介
護
費
等
の
算
定
方

法
」
に
改
め
、
同
号
ハ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
イ

中
「
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運

(2)

営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一

条
に
規
定
す
る
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
い
う
。
以
下
ロ
及
び
第
十
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削

り
、
「
（
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
を
「
（
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
。
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
第
十
五
号
」

を
「
第
三
十
二
号
」
に
改
め
、
同
号
イ

中
「
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
七
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
通
所
介

(3)
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護
費
等
の
算
定
方
法
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
同
号
ロ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ハ

特
定
介
護
老
人
保
健
施
設
短
期
入
所
療
養
介
護
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
の
施
設
基
準

イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
中
「
平
成
十
七
年
十
月
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
四
月
一
日
」
に
改
め
、
同
号
を

第
七
号
と
し
、
第
四
号
イ
中
「
第
百
二
十
四
条
第
五
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
二
十
四
条
第
六
項
第
一
号
イ
」
に
改
め
、

同
号
ハ
中
「
第
百
四
十
条
の
四
第
五
項
第
一
号
イ
」
を
「
第
百
四
十
条
の
四
第
六
項
第
一
号
イ
」
に
、
「
で
あ
っ
て
、

居
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
い
る
も
の
」
を
「
（
居
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い

て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
号
ニ
中
「
で
あ
っ
て
、
居
室
を
隔

て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井
と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
い
る
も
の
」
を
「
（
居
室
を
隔
て
る
壁
に
つ
い
て
、
天
井

と
の
間
に
一
定
の
隙
間
が
生
じ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

六

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
に
お
け
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準

イ

日
中
に
つ
い
て
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
常
時
一
人
以
上
の
介
護
職
員
又
は
看
護
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

ロ

ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
、
常
勤
の
ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す
る
こ
と
。

第
三
号
イ
中
「
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
四
十
条
の
十
六
に
規
定
す
る
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
第
二
条
第
八
号
」
を
「
第
二
条
第
七
号
」
に
、
「
第
六
号
」
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を
「
第
八
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ

中
「
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年

(1)

厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
一
部
ユ
ニ
ッ

ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
「
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
を
「
（
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ロ

中
「
第
百
二
十
一
条
第
四
項
」
を
「
第
百
二
十
一
条
第
五
項
」
に
、

(2)

「
第
百
二
十
四
条
第
三
項
」
を
「
第
百
二
十
四
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
第
四
号
と
す
る
。

第
二
号
を
削
り
、
第
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

指
定
通
所
介
護
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
（
当
該
指
定
通
所
介
護
事
業
所
に
係
る
指
定
通
所
介
護
事
業
者
が

指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
当

該
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
。
）
が
九
百

人
を
超
え
る
指
定
通
所
介
護
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。

三

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準

前
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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